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Ⅰ 人事行政の運営の状況

１ 職員の任免及び職員数に関する状況

(1) 職員数の状況と主な増減理由 （各年度４月１日現在）

職 員 数 対 前 年 度
機 関 名

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 増 減 数 理 由

知事部局 ７，０９４ ５，７０６ ５，６４４ ５，５５０ △９４ 業務効率化等に

（３６） （２９） （３５） （９３） （５８） よる減
法人化分除き
５，７６４

（３３）

企業局 ５８ ５６ ５１ ４７ △４ 定年退職等によ
（０） （２） （２） （４） （２） る減

病院局 １，０３１ １，０００ ８３０ ８０４ △２６ 退職者の増加、

（２） （３） （３） （７） （４） 駐在場所の廃止
等による減

議会事務局 ３６ ３６ ３７ ３６ △１

（０） （０） （０） （０） （０）

教育委員会 １８，２９０ １８，１３３ １７，９３０ １７，６８９ △２４１ 児童・生徒数の

（３３） （２２） （２１） （３１） （１０） 減少に伴う減、

組織改編による

減

警察本部 ３，６３３ ３，６４６ ３，６６０ ３，６８０ ２０ 欠員の補充

（０） （０） （０） （１２） （１２）

選挙管理委員会 ５ ５ ５ ５ ０

事務局 （０） （０） （０） （０） （０）

監査委員事務局 ２５ ２５ ２５ ２５ ０

（０） （０） （０） （０） （０）

人事委員会 １３ １３ １３ １３ ０

事務局 （０） （０） （０） （０） （０）

労働委員会 １３ １２ １２ １２ ０

事務局 （０） （０） （０） （０） （０）

海区漁業調整 ６ ６ ６ ６ ０
委員会事務局 （０） （０） （０） （０） （０）

３０，２０４

△３４６（７１） ２８，６３８ ２８，２１３ ２７，８６７

合 計 (５６） （６１） （１４７） （８６）法人化分除き
２８，８７４

（６８）

（注） 職員数は一般職に属する職員数であり （ ）内は再任用短時間勤務職員※で外書きです。、

※ 再任用短時間勤務職員
地方公務員法（以下「法」という ）第28条の5の規定に基づき、定年退職者で、従前の勤務実績等に基づく選。

考により、1年を越えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職（当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤
務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の1週間当たりの通
常の勤務時間に比し短い時間であるもの ）に採用された職員。。
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(2) 職員数適正管理の数値目標及び進捗状況等

ア 知事部局では、平成18年度から平成22年度を期間とする行財政改革大綱に基づき、アウトソーシングの推進、ITの活

用等による事務事業の見直しなどにより、５年間で３５０人の職員数を削減することとしています。

（ｱ）削減目標 （単位： 人）

平 成 1 8年 4月 1日 平 成 2 3年 4月 1日 削 減 目 標

条 例 定 数 改 正 ５ ， ８ ６ ２ ５ ， ５ １ ２ △ ３ ５ ０

（ｲ）削減実績 （単位： 人）

平 成 1 8年 4月 1日 平 成 1 9年 4月 1日 平 成 2 0年 4月 1日 削 減 実 績 合 計

知 事 部 局 職 員 数 ５ ， ７ ０ ６ ５ ， ６ ４ ４ ５ ， ５ ５ ０

削 減 実 績 △ ６ ２ △ ９ ４ △ １ ５ ６

イ 企業局及び病院局においても、それぞれアウトソーシングの推進、業務の効率化等により、定員の一層の適正管理に

努めています。

(3) 職員の採用及び退職の状況

平成19年度に採用及び退職した職員の状況は、次のとおりです。

（単位：人）

区分 平成17年度 平成18年度 平成19年度

退 職
職種 採 用 退 職 採 用 退 職 採 用

定年 勧奨 その他 計

一般行政職 165 209 148 229 126 142 83 78 303

(26) (11) (23) (16) (24) (3) (3)

医 療 職 102 133 51 181 48 33 25 108 166

(2) (1) (6) (2) (2)

技能労務職 0 18 2 26 0 15 1 1 17

(1) (12) (4) (12)

教 育 職 366 325 278 376 257 256 82 92 430

(90) (55) (72) (46) (56) (66) (66)

公 安 職 171 132 158 158 194 83 35 70 188

合 計 804 817 637 970 625 529 226 349 1,104

(117) (66) (109) (67) (98) (71) (71)

（注）１ 「一般行政職」欄には、他に区分されない職種を含みます。
２ （ ）内は再任用職員であり、外書きです。




